
 

 

 

 

 

 

  【 保健所業務 】（本庁舎）               【 産業廃棄物・浄化槽に関する業務 】（分庁舎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 医療費助成等に係る５つの業務 】        【 市民の健康づくり 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【 ６市２町 】                      【 所管事務所 】 

 

【 お問合せ先 】 

大牟田市から福岡県に移管される業務 令和２年４月１日～ 

大牟田市から福岡県に移管される業務

（その２） 

令和３年 

４月１日～ 

 

大牟田市保健

所は、「大牟

田市保健セン

ター」になり

ます。 

・医務・薬務（病院・薬局の許可届出、医療従事者免許） 

・衛生指導（食品営業許可、理容・美容、食品衛生監視） 

・感染症（感染症届出、ＨＩＶ・肝炎検査） 

・動物愛護（野犬の捕獲、狂犬病予防） 

・精神保健、特定給食施設 

・廃棄物処理（産業廃棄物処理業の許可） 

・浄化槽（届出、保守点検業の登録） 

・自動車リサイクル法の許可・届出、ＰＣＢ

廃棄物の届出 

① 指定難病医療費助成 

② 肝炎治療費助成 

③ 小児慢性特定疾病医療費助成 

④ 原爆被爆者援護 

⑤ 特定不妊治療費助成 

・母子健康手帳の交付 

・乳幼児の歯科健診 

・がん検診 

・健康相談、健康教室等 

大牟田市が引続き行う業務 

南筑後保健福祉環境事務所の管轄区域（保健所業務、産業廃棄物業務等） 

・大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市 

・大木町、広川町 

・本庁舎（柳川）：保健所業務 

・分庁舎（八女）：産業廃棄物業務等 

令和２年４月１日以降の大牟田市保健所業務について 


